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２
０
２
４
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
読
む

税
理
士

疋
田　

英
司

　

今
年
の
税
制
改
正
大
綱
は

実
務
家
に
と
っ
て
異
例
な
こ

と
が
あ
っ
た
。
閣
議
決
定
の

同
日
、
国
税
庁
が
「
令
和
６

年
度
税
制
改
正
大
綱
に
つ
い

て
（
イ
ン
ボ
イ
ス
関
連
）」

と
い
う
告
知
を
発
表
し
た
の

で
あ
る
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け

る
消
費
税
計
算
は
細
か
い
決

ま
り
が
定
め
ら
れ
、
非
現
実

的
な
ル
ー
ル
も
少
な
く
な

い
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
自

動
販
売
機
を
利
用
し
た
場
合

に
所
在
地
を
帳
簿
に
記
入
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

経
理
担
当
は
従
業
員
に
自

販
機
の
所
在
地
を
書
く
よ
う

指
導
す
る
も
の
の
、
現
場
と

の
間
で
多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
回
の

税
制
改
正
大
綱
で
は
所
在
地

等
の
記
載
を
不
要
に
す
る
と

い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

た
。
改
め
て
こ
ん
な
ル
ー
ル

を
作
っ
た
側
の
常
識
を
疑
い

た
く
な
る
顛
末
で
あ
る
。

　

国
税
庁
は
こ
の
告
知
の
中

は
適
用
さ
れ
な
い
点
も
留
意

が
必
要
だ
。

　

今
年
だ
け
の
定
額
減
税
の

た
め
に
、
給
与
シ
ス
テ
ム
を

見
直
し
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
点
も
負
担
だ
。
詳
細
を
述

べ
る
紙
数
は
な
い
が
、
国
税

庁
か
ら
広
報
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
今
後
の
作
業
に
お

い
て
注
意
し
た
い
点
で
あ

る
。
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
際

に
は
定
額
給
付
制
度
に
よ
り

支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回

の
定
額
減
税
は
事
業
者
の
負

担
の
下
で
複
雑
な
管
理
を
さ

せ
る
仕
組
み
が
採
用
さ
れ
て

い
る
。

　

な
お
、
低
所
得
者
（
＝
非

課
税
世
帯
）
に
対
し
て
は
10

万
円
を
給
付
す
る
こ
と
と

し
、
自
治
体
が
支
給
す
る
。

飲
食
を
伴
う
会
議
費

の
上
限
は
１
万
円
に

　

飲
食
を
伴
う
会
議
費
は
、

従
来
５
０
０
０
円
ま
で
と
さ

れ
て
い
た
も
の
が
１
万
円
ま

で
値
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な

　

少
子
化
対
策
の
た
め
に
児

童
手
当
が
高
校
生
ま
で
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た

め
、
扶
養
控
除
を
減
額
し

て
増
税
す
る
。
か
つ
て
、

こ
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴

っ
て
年
少
扶
養
親
族
の
扶
養

控
除
が
適
用
さ
れ
な
く
な
っ

　

経
済
対
策
の
所
得
税
・
住
民
税
の
定
額
減
税
や
、
少
子

化
対
策
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
２
０
２
４
年
度
税
制
改
正
大

綱
が
23
年
12
月
22
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
発
表
さ
れ
た
。

閣
議
決
定
に
先
立
ち
、
12
月
14
日
に
与
党
が
ま
と
め
た
同

大
綱
で
は
制
定
理
由
や
検
討
中
の
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ

て
い
る
。
大
綱
の
主
な
内
容
を
紹
介
す
る
。

確定申告の手引き確定申告の手引き2023年分2023年分
所得税所得税

① 物価高に賃金上昇が追い付かない状況が
続くなか、国民の負担を緩和するために
「定額減税」を行うとともに、経営者に
は賃上げした場合の租税負担を軽減する
「賃上げ促進税制」、大企業向けにはイ
ノベーションを促進するための優遇措置
を拡大する
② 異次元の少子化対策のための扶養控除の
増税
③ 防衛力強化に係る財源確保のための措置

2024年度税制改正大綱のポイント

現行 見直し案

所得税 38万円 25万円（2026年分）

住民税 33万円 12万円（2027年度以降）

16歳から18歳の扶養控除の減少（増税）

法律相談 税務相談 雇用相談
下記月曜
14：00～
16：00

下記水曜
14：00～
17：00

下記木曜
14：00～
16：00

３月 ４日 － 21日
４月 １日 17日 18日
５月 13日 15日 16日
６月 ３日 19日 20日
７月 １日 17日 18日
８月 － 21日 22日
９月 ２日 18日 19日
10月 ７日 16日 17日
11月 11日 20日 21日
12月 ２日 18日 19日

月例無料個別相談会のご案内

所得区分 還付方法

給与所得者
2024年６月の源泉徴収税額から控
除、引ききれない場合は年末調整
または確定申告で計算

年金所得者
2024年６月の源泉徴収税額から控
除、引ききれない場合は年末調整
または確定申告

個人事業主
予定納税から控除、予定納税のな
い人は2025年に行う確定申告で減
税

無収入
低収入

扶養者がいる場合は扶養者の所得
区分により給付
いない場合は自治体が給付額を増
額して給付

定額減税による還付方法

現行 拡充案

給付額

３歳未満 １万5000円 １万5000円
（第３子以降３万円）

３歳～中学生 １万円 １万円
（第３子以降３万円）

高校生 なし １万円
（第３子以降３万円）

所得制限 あり なし

児童手当の改正（2024年12月以降）

国
税
庁
が
異
例
の
告
知

国
税
庁
が
異
例
の
告
知

少
子
化
対
策
で
増
税
も

少
子
化
対
策
で
増
税
も

　

与
党
大
綱
で
は
将
来
の
課

題
（
検
討
事
項
）
を
述
べ
て

い
る
。
医
師
・
歯
科
医
師
に

影
響
が
出
る
の
は
、
以
下
の

４
点
と
な
る
。

① 

事
業
者
の
帳
簿
処
理
の
水

準
を
、
電
子
帳
簿
保
存
法

を
ベ
ー
ス
に
さ
ら
な
る
電

子
化
を
推
進
す
る
。

② 

個
人
事
業
者
、
給
与
所
得

者
、
同
族
会
社
経
営
者
の

税
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図

る
た
め
に
税
制
上
の
見
直

し
を
行
う
。
Ｍ
Ｓ
法
人
を

利
用
し
た
税
務
対
策
が
ど

の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か

注
意
が
必
要
と
な
る
。

　

専
門
家
に
よ
る
無
料
個
別
相
談
会
を
毎
月
開
い

て
い
ま
す
。
お
申
し
込
み
は
各
相
談
会
の
１
週
間

前
ま
で
に
事
務
局
（
℡
０
６
―

６
５
６
８
―

７
７
３

１
）
ま
で
。
会
場
は
保
険
医
会
館
。
先
着
順
。

③ 

②
の
延
長
線
上
で
人
的
控

除
（
基
礎
控
除
、
配
偶
者

控
除
な
ど
）
の
見
直
し
を

行
う
。
過
去
に
は
基
礎
控

除
・
配
偶
者
控
除
に
所
得

制
限
を
追
加
し
た
。

④ 

事
業
税
に
か
か
る
社
会
保

険
診
療
に
対
す
る
実
質
非

課
税
措
置
（
＝
措
置
法
26

条
）
、
医
療
法
人
の
軽
減

税
率
の
見
直
し
を
検
討
す

る
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
以
外
の

企
業
年
金
、
投
資
、
蓄
積
型

の
年
金
に
対
す
る
課
税
制
度

の
見
直
し
＝
増
税
を
予
定
し

て
い
る
。

与
党
大
綱
が
狙
う
増
税
策

与
党
大
綱
が
狙
う
増
税
策

　

財
務
省
は
、
今
回
の
税
制

改
正
大
綱
で
初
年
度
２
・
３

兆
円
の
減
収
、
次
年
度
以
降

は
２
・
９
兆
円
の
減
収
を
見

込
ん
で
い
る
。
東
日
本
大
震

災
の
復
興
税
の
一
部
を
防
衛

費
に
充
て
る
こ
と
を
23
年
度

に
決
め
た
と
こ
ろ
だ
が
、
今

後
、
甚
大
な
被
害
を
出
し
た

能
登
半
島
地
震
の
復
興
費
用

が
か
さ
む
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
防
衛
費
予
算
の
増
額
も

予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

来
年
度
は
大
幅
な
増
税
議
論

が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
懸

念
さ
れ
る
。

大
幅
な
増
税
論
議
を
懸
念

大
幅
な
増
税
論
議
を
懸
念

　

大
き
な
目
玉
は
定
額
減
税

で
あ
る
。
24
（
令
和
６
）
年

分
か
ら
一
人
当
た
り
３
万
円

の
所
得
税
、
１
万
円
の
住
民

税
を
減
税
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
税
金
の

還
付
方
法
は
事
業
者
な
ど
が

負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

従
業
員
を
雇
っ
て
い
る
事

業
者
は
６
月
支
給
分
の
給
与

か
ら
差
し
引
か
れ
る
源
泉
徴

定
額
減
税
で
事
務
負
担
増

定
額
減
税
で
事
務
負
担
増

で
、
改
正
案
の
国
会
審
議
の

前
に
遡
っ
て
運
用
し
て
も
よ

い
と
述
べ
て
い
る
。
本
来
、

法
律
は
国
会
の
承
認
を
得
た

う
え
で
実
施
さ
れ
る
も
の

だ
。
制
度
不
備
の
改
善
策
と

は
い
え
、
国
会
の
承
認
前
に

行
政
府
が
法
律
の
取
り
扱
い

を
変
更
す
る
と
い
う
思
考
に

疑
問
を
感
じ
る
。

　

加
え
て
、
政
治
資
金
報
告

の
ず
さ
ん
な
実
態
が
報
道
さ

れ
る
中
で
、
現
場
実
務
を
無

視
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が

多
く
の
混
乱
を
も
た
ら
し
、

国
民
に
酷
な
義
務
を
課
し
て

い
る
こ
と
に
怒
り
を
覚
え

る
。

収
税
額
か
ら
減
税
分
を
差
し

引
く
。
国
税
と
住
民
税
の
還

付
方
法
が
異
な
る
上
に
、
事

業
主
は
い
く
ら
還
付
し
た
か

を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
途
採
用
な
ど
が
あ
っ

た
場
合
、
前
職
で
い
く
ら
減

税
し
て
い
る
の
か
引
き
継
ぎ

す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

24
（
令
和
６
）
年
分
の
所
得

が
１
８
０
５
万
円
超
（
給
与

収
入
２
０
０
０
万
円
超
）
に

っ
た
。
こ
の
金
額
以
下
で
あ

れ
ば
交
際
費
に
も
あ
た
ら
な

い
。法

人
役
員
の
第
２
次

納
税
義
務
規
定
導
入

　

見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な

い
点
の
一
つ
が
法
人
役
員
の

第
２
次
納
税
義
務
の
規
定
の

導
入
だ
。
法
人
が
不
正
を
行

っ
て
滞
納
し
た
場
合
に
法
人

役
員
に
納
税
義
務
が
生
じ
る

制
度
で
あ
る
。

　

会
社
の
経
営
を
任
せ
き
り

に
し
て
名
前
だ
け
取
締
役
や

監
査
役
に
な
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
加
算
税
を
含
む
滞
納

税
額
の
負
担
を
求
め
ら
れ
る

（
第
２
次
納
税
義
務
）。
友

人
な
ど
か
ら
頼
ま
れ
て
役
員

に
な
っ
て
い
る
場
合
は
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

た
。
そ
の
時
と
同
じ
考
え
方

だ
。

　

ま
た
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
対
象
と
な
る
借
入
限
度
額

は
24
年
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ

る
が
、
子
育
て

世
帯
や
夫
婦
の

ど
ち
ら
か
が
39

歳
以
下
の
世
帯

は
借
入
限
度
額

を
１
年
間
据
え

置
く
。
生
命
保

険
料
控
除
は
現

行
の
上
限
４
万

円
を
子
育
て
世

帯
の
場
合
は
６

万
円
に
す
る
。

た
だ
し
、
生
命

保
険
、
医
療
保

険
、
年
金
保
険

を
合
計
し
た
適

用
上
限
12
万
円

は
変

わ
ら
な

い
。
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集


